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○国民健康保険制度の仕組みと運営について

○国民健康保険運営協議会を開催しました
市では、法律に基づき国民健康保険
の運営に関して重要な事項を審議いた
だくために国民健康保険運営協議会
（「国保運協」）を設置しています。
10月９日(水)市役所近江庁舎におい
て、本年度第１回目の国保運協を開催
しました。委員改選後初めての開催で
あったことから、会長、副会長の選出
を行い、会長に吉田正子委員、副会長
に吉川英治委員が選出されました。な
お、平成25・26年度の国保運協委員
は右記のとおりです。

会議では、平成24年度の国民健康保険事業・国民健康保険直営診療所の決算状況や、特定健診・特定保健指導の実
施状況等について報告を行い協議していただきました。
※保険給付費の増加を抑制し、国保財政の健全化を図るためには、被保険者のみなさんの健康づくりが何よりも大切
です。日頃からの健康管理を心掛けましょう。

お問い合わせ　市民部 保険課（近江庁舎） 1５２－６９２２　5５２－８７３０

地域包括ケアセンターいぶきの畑野医師が国診協会長から表彰されました。
第53回全国国保地域医療学会の開催と併せて行われた平成25年度全国国民健康
保険診療施設協会会長表彰の対象として、地域包括ケアセンターいぶきの畑野医師
が選ばれました。
畑野医師は平成5年4月に国民健康保険伊吹診療所長に就任され、その後、平成

18年からは地域包括ケアセンターいぶきの施設長として、長期にわたり本市伊吹
地域を中心として医療と保健・福祉の連携に努められ、地域住民の生活に欠かせな
い医療福祉サービスの提供に努めてこられました。
これまでの取り組みが、地域包括ケアシステムの推進に功績あるものとして公益

社団法人全国国民健康保険診療施設協議会会長から表彰されたものです。
今後も益々のご活躍が期待されます。

国 保 の お 知 ら せ

制度の概要
国民健康保険制度は昭和13年の国民健康保険法の制定から始
まり、昭和36年には全ての市町村で国民健康保険制度が実施さ
れています。
国民健康保険は、各市町村等が運営主体（保険者）となり、

万が一の病気やけがの時に安心して医療を受けることができる
ように、被保険者（国保に加入している人）が普段から保険税
を出し合い、必要な時に必要な医療費に充てて相互に助け合う
医療保険制度です。
このため、市町村に住所を有する人は、他の医療保険（健康
保険組合（企業等）や協会けんぽ等）に加入している等の適用
除外規定に該当している人以外は、必ず国民健康保険に加入す
ることとなります（国民皆保険制度）。

厳しい運営の続く国民健康保険
国民健康保険では、高齢化の進展や医療ニーズの増大等によ
り毎年医療費の支払いに必要となる金額が伸び続けています。
しかし、高齢の加入者や所得の低い加入者が国民健康保険には
多く加入している状況であり、保険税収入については減少して
いる状況です。
市の国民健康保険についても、平成20年度以降毎年収入不足
が続いていました。このため、国民健康保険制度を安定的に運
営していくことを目的として、平成22年度から３年間連続して
税率改定を実施しています。平成24年度は、この税率改定の効
果等もあり収入不足は生じませんでしたが、平成25年度以降に
ついても厳しい状況が続くと予測しています。

運営について
被保険者のみなさんは、病気等で医療機関等を受
診するときは、被保険者証を提示することにより一
定の自己負担（一部負担金）で必要な医療を受ける
ことができます。
一部負担金以外の医療費は、各医療機関から審査
機関（国保連合会）へ請求されます。国保連合会で
は医療機関からの請求内容を審査した後、各医療機
関へ医療費を支払います。保険者は国保連合会から
の請求に基づき医療費を支払います。
この支払に必要となる資金を市町村等の保険者は、
被保険者のみなさんからの保険税や国・県からの負
担金・補助金、その他の収入（他保険者からの交付
金等）により確保し保険制度を運営しています。
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